
将来の理想の姿（2044年）

※総合計画基本計画に係る市民意識調査（アンケート）の結果

※「事業名」は政策シート①事業活動（アクティビティ）における事業名

私立学校教育振興助成事業（補助金） こども若者政策課

こども若者政策課

子育て情報発信事業 こども若者政策課

子育て情報センター管理運営事業

2028
年度

2029
年度

分野

こども・教育

基本政策

全てのこども・若者が健やかで幸せに成長できるまちづくり

地域の宝として愛情を注がれたこどもたちは、浜松に誇りを持ち、世界を舞台に活躍している。

結婚や出産の希望が叶い少子化の傾向に歯止めがかかるとともに、安心してこどもを産み育てられる子育て環境
が整っている。
全てのこどもや若者が、生まれ育った環境や家庭の経済状況に左右されることなく、権利の擁護が図られ、将来に
夢や希望を持つことができている。

こどもを生み育
てる環境

あなたの暮らしている地域では、子ど
もを生み育てやすい環境が整っている
と感じますか。

2.91

生活満足度に関する指標（分野指標）

指標名 質問文
基準値

2024年度
2025
年度

2026
年度

2025年度 分野
02

（管理番号） 部局名

こども家庭部
基本政策

01 01

政策政策番号

少子化対策の推進

2027
年度

政策体系

事業名

こども若者政策課浜松こども館管理運営事業

地域少子化対策強化事業01

02 01
こども・子育て当事者へのライフステージ
に応じた切れ目のない支援

こども計画推進事業 こども若者政策課

10年後（2034年）の理想の姿

担当課名

こども若者政策課01

基本政策シート

家庭教育推進事業 こども若者政策課

青少年育成センター事業 こども若者政策課

青少年健全育成事業 こども若者政策課

青少年支援体験活動事業 こども若者政策課

天竜自然体験センター運営事業 こども若者政策課

青少年活動施設整備事業 こども若者政策課

青少年団体等活動助成事業（補助金） こども若者政策課

青少年の家運営事業 こども若者政策課
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※「事業名」は政策シート①事業活動（アクティビティ）における事業名

児童手当支給事業 子育て支援課

子育て支援課
こども・子育て当事者へのライフステージ
に応じた切れ目のない支援

02

子育て支援課

子育て支援課

ひとり親家庭等自立支援給付金事業 子育て支援課

生活困窮世帯への習い事等支援事業

母子家庭福祉対策事業

ひとり親家庭等医療費助成事業

子育て短期支援事業

児童育成支援拠点事業

児童遊園等整備支援事業02

子育て支援課

こどもの貧困対策総合支援事業 子育て支援課

子育て支援課

こどもとその家庭に対する相談援助03 こども家庭センター運営事業

ヤングケアラー支援推進事業 子育て支援課

01

こどもの貧困対策コーディネーター配
置事業

子育て支援課

学習支援事業 子育て支援課

生活支援居場所事業

母子父子寡婦福祉資金貸付金

子育て支援課

遺児等福祉手当支給事業 子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

児童扶養手当支給事業 子育て支援課

こども医療費助成事業 子育て支援課

家庭福祉デジタル運営経費 子育て支援課

子育て支援課

親子関係形成支援事業 子育て支援課

養育支援訪問事業 子育て支援課

子育て世帯訪問支援事業 子育て支援課

母子生活支援・助産施設保護事業 子育て支援課

未成年後見人支援事業 子育て支援課

児童福祉施設専門機能強化助成事業
（補助金）

子育て支援課

児童養護施設等業務改善助成事業
（補助金）

子育て支援課

社会的養護体制整備事業 子育て支援課

こどもの権利擁護環境整備事業 子育て支援課

児童家庭支援センター設置運営事業 子育て支援課

社会的養護自立支援拠点事業 子育て支援課

こども保護対策デジタル運営経費 子育て支援課

政策番号 政策 事業名 担当課名
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※「事業名」は政策シート①事業活動（アクティビティ）における事業名

幼稚園支援デジタル運営経費 幼保支援課

私立幼稚園子育て支援事業

私立幼稚園等無償化関連事業 幼保支援課

幼児教育・保育無償化関連事業 幼保支援課

保育支援デジタル運営経費 幼保支援課

幼保支援課

児童相談所03 02 こどもとその家庭に対する相談援助 児童保護事業

04 01
多様な保育ニーズに対応した幼児教育・
保育の提供

病児・病後児保育事業

児童相談所

私立幼稚園教育振興助成事業（補助
金）

私立保育所等入所児童処遇向上費助
成事業

幼保支援課

児童相談所デジタル運営経費

私立保育所等施設整備費助成事業
（補助金）

幼保支援課

認証保育所助成事業（補助金） 幼保支援課

私立保育所等施設整備償還費助成事
業（補助金）

児童相談所運営経費 児童相談所

幼保支援課

幼保支援課

幼保支援課

政策番号 政策 事業名 担当課名

子育て支援デジタル運営経費 子育て支援課

女性相談支援事業 子育て支援課

03 01 こどもとその家庭に対する相談援助 地域子育て支援拠点事業 子育て支援課

地域子育て推進事業 子育て支援課

発達障害者支援センター運営事業 子育て支援課

里親支援事業 児童相談所

発達支援広場事業 子育て支援課

発達障害者支援体制整備事業 子育て支援課

施設等退所者自立支援事業 児童相談所

私立保育所等事業費助成事業（補助
金）

幼保支援課

特定地域型保育事業所運営事業 幼保支援課

保育士等確保対策費助成事業（補助
金）

幼保支援課

特定教育・保育施設運営事業 幼保支援課

幼保支援課

発達障害者支援人材育成事業 子育て支援課

一時保護所運営事業 児童相談所

保育ママ事業
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※「事業名」は政策シート①事業活動（アクティビティ）における事業名

政策番号 政策 事業名 担当課名

保育材料及び児童給食賄料事業 幼保運営課

幼保運営課

保育事業デジタル運営経費 幼保運営課

幼保運営課

幼保運営課市立幼稚園施設整備事業

市立保育所等施設整備事業 幼保運営課

医療的ケア児保育事業

市立幼稚園運営事業

市立幼稚園施設管理事業

幼保運営課

市立保育所等特別保育推進事業 幼保運営課

05 01 質の高い幼児教育・保育の提供 市立保育所等運営事業 幼保運営課

青少年活動デジタル運営経費 こども若者政策課

幼稚園事業デジタル運営経費 幼保運営課

遠距離通園援助事業 幼保運営課

市立幼稚園特色化推進事業 幼保運営課

若者支援地域連携事業 こども若者政策課

浜松市幼稚園PTA連絡協議会活動助
成事業

幼保運営課

市立幼稚園無償化関連事業 幼保運営課

06 01
若者の成長や自立を支える環境づくりの
推進

こども若者総合相談センター運営事業 こども若者政策課
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2025年度の取組の方向性

・

・

・

・

・

・

・
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・

・

・
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・

・

・

・

2025年度の基本政策の評価と2026年度以降の取組の方向性（2026年度記載）

保育所等の待機児童ゼロを維持するため、保育ニーズの変化に合わせた適切な定員を確保します。

保育所等で保育補助者として従事できる子育て支援員の養成研修を開催するなど、保育人材の確保に引き続き
取り組むとともに、私立保育所等におけるICT化を促進し、保育士等の負担軽減を図り、安全安心な保育環境の
確保に取り組みます。

保育所等での延長保育や一時預かり事業の実施、病児・病後児保育事業の受け入れ体制の整備など、多様な
保育ニーズに対応した子育て支援施策に取り組みます。

全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援するため、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の施設数や対
象児童を拡大して実施します。

少子化の要因の一つである未婚化及び晩婚化の対策として、若者の出会いの機会の創出や、マリッジサポー
ターによる結婚への後押し等により、若い世代が結婚や出産の希望を実現できる環境を整備します。

医療的ケアを必要とするこどもの受入れ体制を整備するため、市立保育所等の受入れ体制を強化するとともに、
民間保育所等に対して、引き続き、看護師等の配置などに係る経費を助成します。

市立保育所等において、安全面・衛生面に配慮した給食の実施と保護者の負担軽減に向けて、家庭から持参し
ている３歳以上児のこどもの主食について、2026年度から園で提供する方式に変更するための準備を進めま
す。

こども若者総合相談センター「わかばプラス」における若者相談及び伴走型支援等により、浜松の未来を担う若
者の成長や自立を支援します。

社会的養護経験者などに対する情報提供や相談支援、居場所の提供などを行うことで、自立支援の強化を図り
ます。

こどもたちにとって、より望ましい幼児教育・保育環境を実現するため、市立幼稚園・保育園の適正化等を進めま
す。

地域において身近な児童館や保育所等に子育て相談機関を整備し、必要な助言や情報の提供、子育て家庭同
士の交流促進などを行います。

子育ての悩みや不安、その解決策を保護者が互いに相談・共有し、親子の適切な関係づくりができるよう、集団
による子育てプログラムを実施します。

経済的困難を抱える子育て世帯に対し、学習支援や生活支援、学習塾などの習い事への支援、こども食堂への
助成など、学習機会の確保や居場所づくりに取り組みます。

児童養護施設等で生活するこどもの意見表明を支援し、こどもの権利を擁護するための仕組みを構築します。

児童虐待を防止し、こどもの最善の利益の保障と健全な育成を図るため、養育環境などに課題を抱える児童の
地域での安全・安心な居場所を開設します。

こども家庭ソーシャルワーカーの資格取得を促進し、児童相談所等のこども家庭福祉の実務を担う職員の専門
性向上に向けた取組みの拡充を図ります。

一時保護所の環境改善とこどもの権利擁護を図るため、意見聴取等措置や意見表明等支援事業の実施など、
一時保護したこどもの意見・意向を聴く機会の確保に取組みます。

社会的養護のもとで暮らすこどもについて、育つ環境の違いにより格差を生じることがないよう、学習塾等の費用
支援など、将来の自立に向けた支援の拡充を図ります。

【2025年度の評価】

評価時に記載
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